
報告資料２ 

昭島市立学校適正規模適正配置等についての答申（案）に係る 

パブリックコメントの実施について 

 

１ 募集期間 

 令和８年３月 23日（月）から令和８年４月 22日（水）午後５時まで 

 郵送の場合は、令和８年４月 22日（水）の消印有効 

 

２ 資料の入手方法 

 令和８年３月 23日（月）から配布開始 

（１）市公式ホームページによる閲覧・ダウンロード 

（２）郵送での配布 

（３）窓口での配布・閲覧 

市役所２階教育総務課学務係 環境コミュニケーションセンター 

市役所１階総合案内カウンター 水道部 

イーストテラス・サブスリー 各市立会館 

松原町コミュニティセンター 総合スポーツセンター 

勤労商工市民センター みほり体育館 

各高齢者福祉センター FOSTERホール（市民会館）・公民館 

児童センター「ぱれっと」 アキシマエンシス国際交流教養文化棟 

 

３ 意見の提出方法 

 次のいずれかの方法で提出 

（１）教育総務課学務係窓口に持参（市役所２階） 

（２）郵送 

（３）ファクシミリ 

（４）電子メール 

（５）電子申請（Logoフォーム） 

 

４ 周知の方法 

（１）広報あきしま（３月 15日号） 

（２）市公式ホームページ 

（３）市公式Ｘ 

（４）市公式 LINE 

 

５ 今後の予定 

 パブリックコメントの結果等を踏まえ、昭島市立学校適正規模適正配置等審

議会において答申案を審議し、教育委員会に答申予定。 
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１ はじめに 

 昭島市では、近年、大型集合住宅の建設が継続しており、一部地域において

児童・生徒数及び学級数の増加が見込まれている。加えて、中学校において

は、学級編制が 40 人から 35 人へ段階的に移行されることも学級数増加の要因

となっており、適切な教育環境の確保が喫緊の課題となっている。 

こうした状況を踏まえ、昭島市教育委員会は、より良い教育環境の整備と充

実した学校教育の実現に向け、市立学校の適正規模・適正配置等について検討

を進めている。その一環として、令和 7 年 12 月 22 日、本審議会に対し、拝島

第三小学校及び拝島中学校、富士見丘小学校の通学区域の見直しに関する諮問

が行われた。 

本審議会では、諮問を受けて以降、市立小中学校の現状や児童・生徒数の推

移、今後の見通し等を踏まえ、令和 8 年 2 月までに計 4 回の審議を重ねてき

た。このたび、諮問事項のうち拝島第三小学校及び拝島中学校の通学区域につ

いて、審議会としての意見を取りまとめたので、ここに答申する。 

 

 

２ 審議の前提となる基本的な考え方 

 今回、通学区域の見直しについて審議をするにあたり、適正規模等について

は、審議の前提となる基本的な考え方として、本審議会による令和６年２月 6

日の答申における考え方を踏襲した。 

（１）適正規模 

小学校の学級数は、１学年２～３学級（全校 12～18 学級）が望ましく、中

学校は、１学年４～６学級（全校 12～18 学級）が望ましい。 

 

（２）通学区域 

 通学区域は、小学校ではおおむね半径１km 以内、中学校ではおおむね半径

1.5km 以内に入るよう設定する。小学校から中学校への進学にあたり、同一の

小学校の児童のすべてが同じ中学校に進学する通学区域を定め、可能な限り整

合性を図る必要がある。 
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３ 拝島中学校の通学区域に関する審議結果 

（１）生徒数増加の見込 

拝島中学校通学区域内には、令和６年２月時点において既に建設が予定され

ていた新規大型集合住宅（277 戸）のほか、新たに大型集合住宅３棟（70 戸・

233 戸・192 戸）の建設が予定されている。（資料５参照） 

この影響を受けて、生徒数が前回答申時の推計より更に増加し、学級数は最

大で 21 学級に達する見込みであり、教室数の不足が生じることが想定され

る。 

 

（２）通学区域見直し案について 

拝島中学校の生徒数及び学級数の増加を緩和し、より適正な状態に近づける

ため、その通学区域のうち拝島第一小学校の通学区域を令和９年度から多摩辺

中学校の通学区域へと変更することを見直し案として検討を行った。なお、生

徒が入学から卒業まで同じ学校に通学できるよう、令和 9 年度の新入学生から

通学区域の変更を適用することを前提とした。（資料６参照） 

拝島第一小学校の通学区域は、緑町の一部、田中町の一部及び拝島町の一部

から構成されている。このうち、現行では、緑町及び田中町が拝島中学校の通

学区域、拝島町が多摩辺中学校の通学区域に二分されているが、見直し案を採

用した場合、拝島第一小学校の通学区域全域が多摩辺中学校の通学区域とな

る。 

 令和５年度に開催した本審議会においても、同一の小学校の児童が可能な限

り同じ中学校に進学するように通学区域の整合性を図ることが望まれることか

ら、本見直し案の採用を検討した。審議の結果、拝島中学校と多摩辺中学校と

もに適正規模となるものの、多摩辺中学校は教室数が不足する恐れがあること

から、その時点では継続した課題として受け止めることに留めたところであ

る。しかしながら、その後新たな大型集合住宅が３棟建設されることとなり、

拝島中学校の生徒数及び学級数が答申時の推計よりも今後増加し、教室数が不

足することが想定されるため、今回改めて見直し案の検討に至ったものであ

る。 

 

（３）通学区域見直し案の妥当性について 

見直し案を採用した場合、拝島中学校の最大学級数を 21 学級から 19 学級に
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縮小する効果が見込まれる。一方、多摩辺中学校は最小学級数が 8 学級から 10

学級に、最大学級数は 10 学級から 13 学級へと拡大されることが見込まれる。 

以上のことより、見直し案は両校の規模をより適正な状態へ近づけるうえで

有効であると考えられる。（資料７参照） 

また、見直し案は、拝島中学校と多摩辺中学校とに二分されていた拝島第一

小学校児童の進学先を多摩辺中学校に統一するものであり、同一の小学校の児

童のすべてが同じ中学校に進学する通学区域を定め、可能な限り整合性を図る

必要がある、という通学区域の基本的な考え方に沿うものであると評価する。 

 

（４）結論 

令和９年度より拝島第一小学校の通学区域全域を多摩辺中学校の通学区域に

変更することが妥当であるとの結論に至った。 

ただし、多摩辺中学校には特別支援学級が設置されており、在籍生徒数も増

加傾向にあるため、普通教室とは別に必要となる教室の確保や支援体制の充実

について留意する必要がある。 
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４ 拝島第三小学校の通学区域に関する審議結果 

（１） 児童数増加の見込 

拝島第三小学校通学区域内には、大型集合住宅２棟（70 戸・233 戸）の建設

が予定されており、児童数の増加が見込まれる。それに伴い、学級数は最大で

22 学級に達する見込みであり、教室数の不足が生じることが想定される。 

 

（２） 通学区域見直し案について 

拝島第三小学校の児童数及び学級数の増加を緩和するため、その通学区域の

一部を隣接する拝島第二小学校、光華小学校、拝島第一小学校のうちいずれか

１校の通学区域へと変更することを見直し案として検討を行った。 

拝島第二小学校へ変更する案をＡ案、光華小学校へ変更する案をＢ案、拝島

第一小学校へ変更する案を C 案とし、各案における見直しの対象区域を下表の

とおり設定した。（資料８参照） 

 

 変更先 通学区域変更の対象となる区域 

Ａ案 拝島第二小学校 松原町二丁目 11 番（A 区域） 

※令和９年３月入居開始予定の新規大型集合住宅

１棟（総戸数 233 戸） 

Ｂ案 光華小学校 緑町一丁目の一部（B 区域） 

※既存居住区域 

Ｃ案 拝島第一小学校 緑町二丁目の一部、緑町四丁目の一部（C 区域） 

※既存居住区域 

 

拝島第三小学校において児童数増加の主要な要因となるのは、松原町二丁目

11 番に建設される総戸数 233 戸の新規大型集合住宅である。当該新規大型集

合住宅の入居開始は、令和９年３月を予定しているとのことであり、拝島第三

小学校の児童数に影響するのは令和９年度以降となるため、見直し後の通学区

域の適用開始は、令和９年４月１日とする。 
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（３）３案の比較検討 

拝島第三小学校の学級数増加を緩和し、より適正な状態へ近づけるために

は、新規大型集合住宅の建設に伴い見込まれる児童の増加数と同程度の児童に

ついて、他校の状況も踏まえながら通学先を決定していく必要がある。 

A 案では、児童数増加の要因となる２棟の新規大型集合住宅のうち、総戸数

の多い１棟（総戸数 233 戸）のみを A 区域とし、原則、当該新規大型集合住宅

に今後居住するすべての児童を通学区域変更の対象とする。 

B 案及び C 案において A 案と同等の効果を得るためには、各学年 20 人程度

（6 学年で約 120 人）を通学区域変更の対象とする必要がある。この前提に基

づき、通学区域変更対象区域の設定可能性や効果の確実性について、以下詳細

に検討した。 

① 効果の即効性について 

児童が入学から卒業まで同じ学校に通学できるよう、令和 9 年度の新入学生

から通学区域の変更を適用する。しかし、A 案については、拝島第三小学校の

通学区域外からの転入であることを前提とし、適用開始年度の全学年の児童に

適用することとして検討を行ったところ、下表のとおり効果と課題が明らかと

なった。 

A 案 対象区域が未入居の大型集合住宅であるため、令和 9 年度の変

更初年度から 1 年生だけでなく 2～6 年生も全員が拝島第二小学校

に通学する。その結果、初年度から学級数の増加を緩和し、より

適正な状態に近づける効果が最大限に発揮される。（資料９-１参

照） 

B 案 

C 案 

既存住宅地を対象とするため、変更初年度は新入学の 1 年生の

みが変更後の指定校に通学する。2～6 年生は従前どおり拝島第三

小学校に在籍するため、効果が段階的にしか現れず、即効性が低

い。特に、拝島第三小学校の学級数が最もひっ迫する令和 9 年度

において、A 案ほどの効果を得ることは困難である。 

（資料９-２、９-３参照） 

 



6 

 

 

19 19

22

21 21

20

21

17

18

17

16 16

15 15

19 19 19 19

20

19 19

17

18 18 18 18 18 18

12

15

18

21

24

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

学
級
数

年度

Ａ案の効果（拝島第三小学校・拝島第二小学校の学級数推計）

（現行）拝三小

（現行）拝二小

（A案）拝三小

（A案）拝二小

19 19

22

21 21

20

21

17

16

17 17 17

16 16

19 19

21

20

19

18 18

17

16

17 17 17 17 17

12

15

18

21

24

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

学
級
数

年度

Ｂ案の効果（拝島第三小学校・光華小学校の学級数推計）

（現行）拝三小

（現行）光華小

（B案）拝三小

（B案）光華小

19 19

22

21 21

20

21

19 19 19

18 18 18

17

19 19

21

20

19

18 18

19 19 19

18 18 18 18

12

15

18

21

24

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

学
級
数

年度

Ｃ案の効果（拝島第三小学校・拝島第一小学校の学級数推計）

（現行）拝三小

（現行）拝一小

（C案）拝三小

（C案）拝一小



7 

 

②  必要児童数の算出と区域設定の考え方 

A 案 対象は未入居の大型集合住宅１棟であり、児童出現率を用いて

人数を推計することができる。また、区域が明確であり設定に困

難性がない。 

B 案 光華小学校から半径 1km 以内に位置する区域は、緑町一丁目の

一部に限られる。しかし、緑町一丁目全体でも拝島第三小学校児

童は必要数（120 人）に達しない。そのため、B 案では必要人数

を確保できる区域設定が不可能である。（資料 10 参照） 

C 案 拝島第一小学校から 1km 以内には、緑町二丁目・四丁目を中心

に必要数（120 人）を越える人数の児童が居住しており、人数確

保は理論上可能である。ただし、学年ごとの人数には偏りがある

ため、必要人数 20 人を確保するためには、人数の少ない学年に合

わせた広い区域設定が必要となり、結果として他学年では必要数

を大きく上回る可能性がある。（資料 11 参照） 

 

③  兄弟関係による指定校変更の影響 

昭島市教育委員会では指定校変更許可基準を定め、兄弟と同じ学校に通うこ

とを理由とする指定校変更を認めている。 

A 案 変更後の通学区域は、初年度から２年生以上の児童にも適用さ

れるため、兄弟関係による指定校変更の影響を受けない。このた

め確実な効果を見込むことができる。 

B 案 

C 案 

既存住宅地であり、既に拝島第三小学校に在籍する児童が多数

居住しているため、通学区域変更後も兄弟理由により拝島第三小

学校への指定校変更を希望する児童が一定数発生することが見込

まれる。しかし、その人数を事前に正確に把握することは困難で

あり、効果の確実性が担保できない。そのため必要人数を確保す

るには、兄弟理由による減少分を見込み、区域をさらに広げて設

定する必要がある。 

 

④  総合評価 

①から③までの検討を行った結果、各案には一定の課題があるものの、A 案

が最も合理的かつ実効性の高い案であるとの結論に至った。 
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（４）結論 

拝島第三小学校の通学区域見直しについては、令和９年度より A 案を採用す

ることが最も妥当であるとの結論に至った。 

 ただし、以下の点について引き続き適切な対応が必要である。 

・松原立体を含む通学路の安全確保に努めること 

・拝島第二小学校の受入体制（教室・人的配置）を整備すること 

・通学区域と自治会ブロックの境界の整合性を同時に検討すること 

・今後も継続的に教育人口推計を行い、必要に応じて通学区域の再検討を行う

こと 



資  料  編 
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○昭島市立学校適正規模適正配置等審議会条例 

平成11年９月29日 

条例第18号 

（設置） 

第１条 昭島市立学校（以下「市立学校」という。）の教育環境を整備し、充実した学校教

育の実現に資するため、昭島市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に、昭島市立

学校適正規模適正配置等審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申す

る。 

(１) 市立学校の適正規模に関すること。 

(２) 市立学校の適正配置に関すること。 

(３) 市立学校の通学区域に関すること。 

(４) その他教育委員会が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する委員15人以内をも

って組織する。 

(１) 市立小学校の校長 ２人以内 

(２) 市立中学校の校長 １人以内 

(３) 市立学校のPTA等関係者 ２人以内 

(４) 自治会関係者 ２人以内 

(５) 幼稚園、保育園関係者 ２人以内 

(６) 学識経験のある者 ３人以内 

(７) 公募による市民 ３人以内 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、第２条の規定による教育委員会の諮問に係る答申を終了したときま

でとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

31



   資料 12 

 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会長は、審議会の議長となる。 

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（意見の聴取） 

第７条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見

を聴くことができる。 

（会議の公開） 

第８条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例（平成10

年昭島市条例第２号）第９条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、審議会の

議決により非公開とすることができる。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、学務担当課において処理する。 

（委任） 

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成11年10月１日から施行する。 

附 則（平成13年３月８日条例第３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成13年４月１日から施行する。（後略） 
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